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戸田市立郷土博物館条例施行規則新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（事業） （事業） 

第２条 戸田市立郷土博物館（以下「郷土博物館」という。）は、

博物館法（昭和２６年法律第２８５号。以下「法」という。）

第３条の規定により次の事業を行う。 

第２条 戸田市立郷土博物館（以下「郷土博物館」という。）は、

博物館法（昭和２６年法律第２８５号。以下「法」という。）

第３条の規定により次の事業を行う。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 郷土博物館資料に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られた記録をいう。以下同じ。）を作成し、公開すること。 

(2)～(6) （略） (3)～(7) （略） 

 (8) 学芸員その他の郷土博物館の事業に従事する人材の養成

及び研修を行うこと。 

(7)・(8) （略） (9)・(10) （略） 

第３条～第１３条 （略） 第３条～第１３条 （略） 

（彩湖自然学習センターの事業） （彩湖自然学習センターの事業） 

第１４条 条例第２条第２項の彩湖自然学習センター（以下「セ

ンター」という。）は、次の事業を行う。 

第１４条 条例第２条第２項の彩湖自然学習センター（以下「セ

ンター」という。）は、次の事業を行う。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) センター資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。 

(2)～(5) （略） (3)～(6) （略） 

【資料５】 
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改正前 改正後(案） 

 (7) センターの事業に従事する人材の養成及び研修を行うこ

と。 

(6)・(7) （略） (8)・(9) （略） 

第１５条～第１７条 （略） 第１５条～第１７条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

様式 （略） 様式 （略） 

 


